
専門職後見人と市民後見人の複数受任に係る受任スキーム（案）

① 市民後見人との複数後見

の打診、受任相当事案か否か

を検討

④ 候補者を選定し打診、広島市市民後見人の養成等に関

する検討委員会にて受任者調整

⑨ 専門職と市民後見人の活動状況を確認

⑩ （一定期間後に専門職が辞任）市民後見人をフォロー

専門職後見人

⑦ 審判内容の共有

⑧ 市民後見人受任に

向けて連携・調整

広島家庭裁判所

② 追加選任の申立て

広島市成年後見利用促進センター

（市社会福祉協議会）
・ センターと常に連携を取り、必要に応じて関係

機関との調整役を担う。

・ スキームの調整を行う。

⑥ 追加選任の審判

市民後見人の養成を委託

広 島 市

① 市民後見人との複数後見の打診

受任相当事案か否かを検討

（場合によっては逆も有）
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③ 市民後見人の推薦依頼

①

①

⑤ 候補者推薦

⑦

⑧


